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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作動要求に基づいて制御目標を生成し、生成された制御目標を用いて、対応するアクチ
ュエータを操作することにより車両の走行状態を制御する制御ユニットと、
　前記制御ユニットとネットワークにより接続され、前記制御ユニットにおいて前記作動
要求または前記制御目標を変更するために用いられる付加情報を生成して、前記制御ユニ
ットに前記付加情報を出力することによって、前記車両の運転支援または前記車両の動的
状態を制御する処理ユニットとを含む車両の制御システムの異常検知装置であって、
　前記処理ユニットは、入力される監視用情報を用いて所定の演算処理を行ない、前記所
定の演算処理の結果を送信するよう構成され、
　前記異常検知装置は、前記制御ユニットに設けられ、
　前記処理ユニットに前記監視用情報を出力するための出力手段と、
　前記処理ユニットから前記監視用情報に対応する前記所定の演算処理の結果を回答とし
て受信するための受信手段と、
　前記監視用情報と前記回答とに基づいて、前記処理ユニットの異常を検知するための検
知手段とを含む、異常検知装置。
【請求項２】
　前記制御ユニットは、自己の異常を診断するための診断手段をさらに含む、請求項１に
記載の異常検知装置。
【請求項３】
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　前記制御ユニットは、多重化された演算ユニットにより構成される、請求項１または２
のいずれかに記載の異常検知装置。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記検知手段により前記処理ユニットの異常が検知されると、前
記処理ユニットからの付加情報を反映させた制御を中止するように判断するための手段を
さらに含む、請求項１～３のいずれかに記載の異常検知装置。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、車両の動作を制御する複数の制御ユニットから構成され、
　前記制御ユニットは、前記複数の制御ユニットにそれぞれ含まれる検知手段による、複
数の検知結果に基づいて、前記処理ユニットの異常を判定するための判定手段をさらに含
む、請求項１～４のいずれかに記載の異常検知装置。
【請求項６】
　前記複数の制御ユニットには、その信頼性の高い順に、異常検知についての優先順位が
定められ、
　前記判定手段は、前記優先順位が高い制御ユニットに含まれる検知手段による検知結果
に基づいて、前記処理ユニットの異常を判定する、請求項５に記載の異常検知装置。
【請求項７】
　前記優先順位は、制御負荷が低い制御ユニットであるほど前記信頼性が高くなるように
定められる、請求項６に記載の異常検知装置。
【請求項８】
　前記車両の制御システムにおけるユニットは階層化されて構成され、
　前記制御ユニットは、前記処理ユニットよりも下位に配置される、請求項１～７のいず
れか１項に記載の異常検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制御システムに関し、特に、複数の制御コンピュータがネットワーク
を介して接続された制御システムにおける異常検知技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高性能マイクロプロセッサが開発され、自動車等の車両にも多くのマイクロプロ
セッサを含むコンピュータユニット（ＥＣＵ(Electronic Control Unit)）が搭載されて
いる。ＥＣＵは、走行性能、安全性、快適性、省資源、省エネルギー等を追求するもので
あり、車両の、パワートレーン系、ボディ系、安全系、情報系等を制御するために搭載さ
れている。
【０００３】
　車両運動系として、エンジン、ブレーキ、ステアリング、サスペンション、トランスミ
ッションを制御する各ＥＣＵ（これらの一部または全部を統合的に制御するＥＣＵであっ
てもよい）、ボディ系としてパワードア、パワーシート、エアコンディショナ、照明を制
御する各ＥＣＵ、安全系として、エアバッグ、衝突センサを制御する各ＥＣＵ、情報系と
して、カーナビゲーション装置、カーオーディオを制御する各ＥＣＵなどがある。これら
のＥＣＵの増大に伴い発生するワイヤハーネスの削減するために車内ネットワークが採用
されている。
【０００４】
　一方、このような車内ネットワークに接続されたＥＣＵにより構築される車両の制御シ
ステムにおいては、車両の基本動作である「走る」動作に対応する駆動系ＥＣＵ、「止ま
る」動作に対応する制動系ＥＣＵ、「曲がる」動作に対応する操舵系ＥＣＵを、それぞれ
が独立して作動可能なように設けられる。これらの基本制御ユニットに加えて、並列的に
動作可能な、車両の環境に対応する運転操作、運転者の運転支援および車両の動的運動制
御を自動的に行なえるように処理ユニットが設けられる。このような処理ユニットと基本
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制御ユニットとは、下位－上位の関係を有して構築されたり、上下階層を形成しないで構
築されたりしている。
【０００５】
　このような車両の制御システムにおいて、多数のＥＣＵの中のＥＣＵにおいて発生する
異常を的確に検知しないと、種々の不具合を引き起こす可能性がある。そのため、車両の
各部位の故障を検出するための故障検出プログラムを搭載して信頼性の向上が図られてい
る。すなわち、コンピュータ部やセンサ類の動作状態を適当な周期で自動的にチェックし
、故障時には、ダイアグコード等を記憶するものである。これにより、修理担当者は、電
子制御装置に記憶されるダイアグコード等を、専用ツールを接続することによって読み出
し、故障箇所を特定することになる。
【０００６】
　特開２００３－１９９３１号公報（特許文献１）は、車両内ネットワークを介して接続
される複数の電子制御装置の連携動作による不具合を適切に判断し、さらに、迅速な故障
箇所の特定を可能にする故障診断システムを開示する。この故障診断システムは、車両内
ネットワークを介して接続され、制御対象の制御において車両の故障を検出する故障検出
プログラムを有する複数の電子制御装置と、電子制御装置と車両内ネットワークを介して
通信し、車両の故障管理を行う車両管理装置とを備えた故障診断システムであって、車両
管理装置は、車両内ネットワークを介して受け渡される電子制御装置のデータに基づき不
具合の発生を判断する不具合判断手段と、不具合判断手段にて不具合の発生が判断される
と、当該不具合に対応させて予め用意された検査診断プログラムを取得するプログラム取
得手段と、プログラム取得手段にて取得された検査診断プログラムを実行することによっ
て、該当する電子制御装置へ対応処理を実行させ、当該対応処理の実行により電子制御装
置から送信される情報に基づいて故障箇所を特定する故障箇所特定手段と、故障箇所特定
手段による処理結果に基づいて、故障に関する故障情報を出力する情報出力手段を有する
。
【０００７】
　この故障診断システムによると、ネットワークを介して受け渡される電子制御装置のデ
ータに基づき不具合の発生を判断するため、電子制御装置間の連携動作に係る不具合の発
生をも判断することができる。そして、予め用意された検査診断プログラムを用い、該当
する電子制御装置にたとえば特定制御における内部変数などを送信させて故障箇所を特定
するため、迅速に故障箇所が特定できる可能性が高い。
【特許文献１】特開２００３－１９９３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示された内容によると、車両マネージャＥＣＵが、車両
内ネットワーク上の各ＥＣＵのデータを監視して、不具合を判断する。つまり、各ＥＣＵ
で実行される故障検出プログラムによる故障検出結果データ、および、ＥＣＵ間で車両マ
ネージャＥＣＵを介してやり取りされるデータから、ＥＣＵの連携動作に係る不具合をも
判断する。そして、不具合に対応した検査診断プログラムを顧客サーバから取得し、取得
した検査診断プログラムを実行することによって、ＥＣＵの中の該当するものに対応処理
を実行させ、例えば特定制御における内部変数などを送信させることにより故障箇所を特
定する。このため、車両マネージャＥＣＵには、多数のＥＣＵを監視する機能に加えて、
車両マネージャＥＣＵ本来の車両管理装置としての機能を実現しなければならない。この
ため、この車両マネージャＥＣＵの演算負荷が大きくなり、このＥＣＵには、非常に信頼
性の高い、かつ高速演算可能な高性能なコンピュータが必要になる。このようなＥＣＵは
、高価であるためコストアップを招く。また、この車両マネージャＥＣＵに機能を一極集
中させると、この車両マネージャＥＣＵの異常時（高負荷による異常、ハードウェアトラ
ブルによる異常を含む）に、たとえばこの車両マネージャＥＣＵが管理する、車両の基本
動作である「走る」動作に対応する駆動系ＥＣＵ、「止まる」動作に対応する制動系ＥＣ
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Ｕ、「曲がる」動作に対応する操舵系ＥＣＵの機能が低下する可能性もある。
【０００９】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、ネットワ
ークを介して接続された演算ユニット（ＥＣＵ）に発生する異常を検知する場合において
、過度の負荷集中を発生させることなく、的確に異常を検知することができる、車両の制
御システムの異常検知装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の発明に係る異常検知装置は、作動要求に基づいて制御目標を生成し、生成された
制御目標を用いて、対応するアクチュエータを操作することにより車両の走行状態を制御
する制御ユニットと、制御ユニットとネットワークにより接続され、制御ユニットにおい
て作動要求または制御目標を必要に応じて変更するために用いられる付加情報を生成して
、制御ユニットに出力する処理ユニットとを含む車両の制御システムにおける異常を検知
する。この異常検知装置は、制御ユニットに設けられ、処理ユニットに情報を出力するた
めの出力手段と、処理ユニットから情報に対応する回答を受信するための受信手段と、情
報と回答とに基づいて、処理ユニットの異常を検知するための検知手段とを含む。
【００１１】
　第１の発明によると、たとえば、上位階層として処理ユニットと配置して下位階層とし
て制御ユニットを配置した階層化された車両の制御システムや、処理ユニットと制御ユニ
ットとを階層化することなく並列的に配置した車両の制御システムにおいて、制御ユニッ
ト側において処理ユニット側の異常を検知することができる。車両の制御システムにおい
ては、運転者の運転支援を行なう観点や車両の動的状態を制御する高機能な処理ユニット
と、車両の基本動作である「走る」動作に対応する駆動系の制御ユニット、「止まる」動
作に対応する制動系の制御ユニット、「曲がる」動作に対応する操舵系の制御ユニットと
が設けられる。機能が分担化されて制御負荷の少ないこれらの制御ユニットにより、処理
ユニットの異常を検知させる。このため、高機能の処理ユニットにおける演算負荷を抑制
することができる。たとえば、上下階層を有する制御システムである場合、異常検知機能
を下位の複数の制御ユニットに分散して分担させるので、上位の処理ユニットの演算負荷
を抑制することができる。また、上位の処理ユニットの機能の一極集中を防ぎ、上位の処
理ユニットの異常時には、各制御ユニットが処理ユニットから独立して独立的に制御する
ようにすることもできる。その結果、ネットワークを介して接続された演算ユニット（処
理ユニット）に発生する異常を検知する場合において、過度の負荷集中を発生させること
なく、的確に異常を検知することができる、車両の制御システムの異常検知装置を提供す
ることができる。なお、処理ユニットとしては、ＤＳＳ（Driving Support System）やＶ
ＤＭ（Vehicle Dynamics Management）などが、その一例として挙げることができる。
【００１２】
　第２の発明に係る異常検知装置においては、第１の発明の構成に加えて、情報は処理ユ
ニットにおける演算用の入力データであって、受信手段は、処理ユニットにおいて予め定
められた演算に入力データを代入した演算結果を回答として受信するための手段を含む。
【００１３】
　第２の発明によると、たとえば、下位の制御ユニットから上位の処理ユニットに入力デ
ータが出力され、上位の処理ユニットにおいて予め設定された演算式にその入力データを
代入した演算結果が回答として、上位の処理ユニットから下位の制御ユニットに送信され
る。下位の制御ユニットは、受信した演算結果が正答と異なると、上位の処理ユニットが
異常であると判断できる。
【００１４】
　第３の発明に係る異常検知装置においては、第１または２の発明の構成に加えて、制御
ユニットは、自己の異常を診断するための診断手段をさらに含む。
【００１５】
　第３の発明によると、たとえば、下位の制御ユニットは、自己の異常を検知しているの
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で、上位の処理ユニットの異常を的確に検知することができる。
【００１６】
　第４の発明に係る異常検知装置においては、第１～３のいずれかの発明の構成に加えて
、制御ユニットは、多重化された演算ユニットにより構成されるものである。
【００１７】
　第４の発明によると、たとえば、下位の制御ユニットは、多重化された演算ユニットで
構成されるので、制御ユニット自体が異常になる可能性が低く、上位の処理ユニットの異
常を的確に検知することができる。
【００１８】
　第５の発明に係る異常検知装置においては、第１～４のいずれかの発明の構成に加えて
、制御ユニットは、検知手段により処理ユニットの異常が検知されると、処理ユニットか
らの付加情報を反映させた制御を中止するように判断するための手段をさらに含む。
【００１９】
　第５の発明によると、たとえば、上位の処理ユニットの異常時には、下位の制御ユニッ
トをローカルな制御に切換えることができ、車両の基本機能を確保することが可能になる
。
【００２０】
　第６の発明に係る異常検知装置においては、第１～５のいずれかの発明の構成に加えて
、制御ユニットは、車両の動作を制御する複数の制御ユニットから構成され、制御ユニッ
トは、複数の制御ユニットに含まれる検知手段による、複数の検知結果に基づいて、処理
ユニットの異常を検知するための手段をさらに含む。
【００２１】
　第６の発明によると、たとえば、下位の、駆動系の制御ユニット、制動系の制御ユニッ
トおよび操舵系の制御ユニットが、それぞれの検知手段により上位の処理ユニットの異常
を検知する。このときに、複数の制御ユニットの中で半数以上が処理ユニットの異常を検
知すると、処理ユニットが異常であると判断するようにして、処理ユニットの異常判定の
信頼性を高めることができる。
【００２２】
　第７の発明に係る異常検知装置においては、第６の発明の構成に加えて、複数の制御ユ
ニットには、異常検知についての優先順位が定められるものである。
【００２３】
　第７の発明によると、たとえば、制御負荷が低い制御ユニットであるほど優先順位を高
く設定したり、信頼性の高い制御ユニットほど優先順位を高くしたりして、その制御ユニ
ットの検知手段が処理ユニットの異常を検知すると、上位の処理ユニットが異常であるこ
とを検地するようにすることができる。すなわち、異常診断の優先順位が高い制御ユニッ
トに、最終的な異常判定の確定の権限が与えられる。
【００２４】
　第８の発明に係る異常検知装置においては、第７の発明の構成に加えて、優先順位は、
制御負荷が低い制御ユニットであるほど、優先順位が高くなるように設定されるものであ
る。
【００２５】
　第８の発明によると、たとえば、制御負荷が低いほど検知手段による検知演算の負荷の
上昇を許容できるので、処理ユニットの異常を、より的確にかつ迅速に検知することがで
きる。
【００２６】
　第９の発明に係る異常検知装置においては、第１～８のいずれかの発明の構成に加えて
、車両の制御システムにおけるユニットは階層化されて構成され、制御ユニットは、処理
ユニットよりも下位に配置されるものである。
【００２７】
　第９の発明によると、下位の制御ユニットから上位の処理ユニットの異常を検知するこ



(6) JP 4155198 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
てそれらについての詳細な説明は繰返さない。
【００２９】
　図１に本発明の実施の形態に係る異常検知装置を含む車両の制御システムのブロック図
を示す。この車両の制御システムは、たとえば、駆動系の制御ユニットとしてのパワート
レーン制御ユニット１００、操舵系の制御ユニットとしてのステアリング制御ユニット１
１０および制動系の制御ユニットとしてのブレーキ制御ユニット１２０の３つの基本制御
ユニットと、処理ユニットとしての車両運動制御マネージャユニット２００および運転支
援制御ユニット３００とから構成される。
【００３０】
　図１に示すように、この制御システムは、階層化された制御構造を有しており、上位階
層に運転支援制御ユニット３００、中位階層に車両運動制御マネージャユニット２００、
下位階層にパワートレーン制御ユニット１００、ステアリング制御ユニット１１０および
ブレーキ制御ユニット１２０が配置されている。上位階層から下位階層に向けて制御指令
機能が実現され、下位階層から上位階層に向けた異常監視機能が実現される。異常監視機
能とは、下位階層の制御ユニットが、上位階層の処理ユニットにおいて異常が発生したか
否かを検知する処理を予め定められたサンプリングタイムで実行するものである。
【００３１】
　駆動系の制御ユニットであるパワートレーン制御ユニット１００においては、検知され
た運転者の要求であるアクセルペダル操作に基づいて、駆動基本ドライバモデルを用いて
アクセルペダル操作に対応する駆動系の制御目標が生成されて、アクチュエータが制御さ
れる。
【００３２】
　操舵系の制御ユニットであるステアリング制御ユニット１１０においては、検知された
運転者の要求であるステアリング操作に基づいて、操舵基本ドライバモデルを用いてステ
アリング操作に対応する操舵系の制御目標が生成されて、アクチュエータが制御される。
【００３３】
　制動系の制御ユニットであるブレーキ制御ユニット１２０においては、検知された運転
者の要求であるブレーキペダル操作に基づいて、制動基本ドライバモデルを用いてブレー
キペダル操作に対応する制動系の制御目標が生成されて、アクチュエータが制御される。
【００３４】
　処理ユニットとしては、運転支援制御ユニット３００や車両運動制御マネージャユニッ
ト２００がある。
【００３５】
　運転支援制御ユニット３００は、たとえば、車両の周囲の環境情報または運転者に関す
る情報に基づいて、各制御ユニットにおいて用いられる情報を生成して、各制御ユニット
に制御指令を出力する。
【００３６】
　より詳しくは、この運転支援制御ユニット３００は、車両の周囲の環境情報として車両
が走行中の路面の摩擦抵抗値（μ値）や外気温などに基づいて車両の動作特性に対するリ
スクの度合いを表わす情報を生成したり、運転者を撮像して運転者の疲労状況に基づく運
転者の操作に対するリスクの度合いを表わす情報を生成したりする。そのリスクの度合い
を表わす情報が、各制御ユニットに出力される。また、運転支援制御ユニット３００は、
車両を自動的に運転する自動運転機能を実現するための情報を生成する。その自動運転機
能を実現するための情報が、各制御ユニットに出力される。このような情報は、どの制御
ユニットにおいても使用できるように運転支援制御ユニットで共通化処理が行なわれてい
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る。
【００３７】
　車両運動制御マネージャユニット２００は、予め定められた挙動を車両に実現させるた
めに各制御ユニットにおいて用いられる情報を生成して、各制御ユニットに制御指令を出
力する。
【００３８】
　より詳しくは、車両運動制御マネージャユニット２００は、現在の車両の動的状態に基
づいて、各制御ユニットにおいて用いられる情報を生成して、各制御ユニットに出力する
。
【００３９】
　各制御ユニットにおいては、処理ユニットから入力されたこれらの情報（運転者の要求
以外の情報）を車両の運動制御に反映させるか否か、反映させるのであればどの程度まで
反映させるのかなどを判断したり、制御目標を補正したり、各制御ユニット間において情
報を通信したりする。各制御ユニットは、自律的に動作しているので、最終的にそれぞれ
の制御ユニットで、検知した運転者の操作情報、処理ユニットから入力された情報、各制
御ユニット間で通信された情報により算出された最終的な駆動目標、制動目標および操舵
目標に基づいて、パワートレーンのアクチュエータ、ブレーキ装置のアクチュエータおよ
びステアリングのアクチュエータなどが制御される。
【００４０】
　このような制御階層の上位から下位へ向かう制御指令機能とは逆方向に、制御階層の下
位から上位へ向かう異常監視機能が実現されている。この異常監視機能は、下位のパワー
トレーン制御ユニット１００、ステアリング制御ユニット１１０およびブレーキ制御ユニ
ット１２０が、上位の運転支援制御ユニット３００や車両運動制御マネージャユニット２
００において異常が発生していないか否かを検知する。この異常監視機能について、図２
のフローチャートを用いて説明する。なお、以下の説明においては。パワートレーン制御
ユニット１００が運転支援制御ユニット３００の異常を監視する場合について説明する。
本発明は、このような場合のみに限定されるものではなく、下位から上位のユニットの異
常を監視するものであればよい。
【００４１】
　ステップ（以下、ステップをＳと略す）１００にて、パワートレーン制御ユニット１０
０は、車両が走行中であるか否かを判断する。車両が走行中であると（Ｓ１００にてＹＥ
Ｓ）処理はＳ１１０へ移される。もしそうでないと（Ｓ１００にてＮＯ）、この処理は終
了する。
【００４２】
　Ｓ１１０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、現在時刻が異常監視タイミング
であるか否かを判断する。現在時刻が異常監視タイミングであると（Ｓ１１０にてＹＥＳ
）、処理はＳ１２０へ移される。もしそうでないと（Ｓ１１０にてＮＯ）、この処理は終
了する。
【００４３】
　Ｓ１２０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、異常監視演算用の入力データを
運転支援制御ユニット３００へ送信する。
【００４４】
　Ｓ１３０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、運転支援制御ユニット３００か
ら演算結果データを受信したか否かを判断する。運転支援制御ユニット３００から演算結
果データを受信すると（Ｓ１３０にてＹＥＳ）、処理はＳ１５０へ移される。もしそうで
ないと（Ｓ１３０にてＮＯ）、処理はＳ１４０へ移される。
【００４５】
　Ｓ１４０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、運転支援制御ユニット３００へ
異常監視演算用の入力データを送信してから予め定められた時間を経過したか否かを判断
する。予め定められた時間を経過すると（Ｓ１４０にてＹＥＳ）、処理はＳ１７０へ移さ
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れる。もしそうでないと（Ｓ１４０にてＮＯ）、処理はＳ１３０へ戻され、運転支援制御
ユニット３００からの演算結果データの受信を待つ。
【００４６】
　Ｓ１５０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、運転支援制御ユニット３００か
ら受信した演算結果が正常であるか否かを判断する。運転支援制御ユニット３００から受
信した演算結果が正常であると（Ｓ１５０にてＹＥＳ）、この処理は終了する。もしそう
でないと（Ｓ１５０にてＮＯ）、処理はＳ１６０へ移される。
【００４７】
　Ｓ１６０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、運転支援制御ユニット３００が
異常であると判定して（異常判定）、制御指令を遮断するように制御する。すなわち、運
転支援制御ユニット３００がパワートレーン制御ユニット１００に送信してきた制御指令
はパワートレーンの制御に反映されることがなくなる。すなわち、運転支援制御ユニット
３００から独立してパワートレーン制御ユニット１００が車両を制御することになる。そ
の後、処理は終了する。
【００４８】
　Ｓ１７０にて、パワートレーン制御ユニット１００は、通信が異常であると判定して、
通信異常処理を行なう。たとえば、このような場合においは、パワートレーン制御ユニッ
ト１００の制御プログラムにおいて、運転支援制御ユニット３００からの制御指令を受信
する待機状態である処理は、その制御指令の待機状態を解除して、運転支援制御ユニット
３００から独立してパワートレーン制御ユニット１００が車両を制御する。
【００４９】
　Ｓ２００にて、運転支援制御ユニット３００は、パワートレーン制御ユニット１００か
ら入力データを受信したか否かを判断する。パワートレーン制御ユニット１００から入力
データを受信すると（Ｓ２００にてＹＥＳ）、処理はＳ２１０へ移される。もしそうでな
いと（Ｓ２００にてＮＯ）、処理はＳ２００へ戻される。
【００５０】
　Ｓ２１０にて、運転支援制御ユニット３００は、内部の演算ユニットを用いて、予め記
憶された異常監視演算式に入力データを代入して演算結果データを算出する。
【００５１】
　Ｓ２２０にて、運転支援制御ユニット３００は、パワートレーン制御ユニット１００に
演算結果データを送信する。
【００５２】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく本実施の形態に係る車両制御システム
の異常検知装置の動作について説明する。
【００５３】
　車両の走行中に（Ｓ１００にてＹＥＳ）、異常監視タイミングになるたびに（Ｓ１１０
にてＹＥＳ）、パワートレーン制御ユニット１００から運転支援制御ユニット３００へ異
常監視演算用の入力データが送信される（Ｓ１２０）。たとえば、この異常監視タイミン
グは、数十ｍｓ～数百ｍｓの間隔で設定される。
【００５４】
　入力データを受信した運転支援制御ユニット３００により、内部の演算ユニットを用い
て、予め記憶された異常監視演算式に入力データが代入されて、演算結果データが算出さ
れる（Ｓ２１０）。運転支援制御ユニット３００からパワートレーン制御ユニット１００
に演算結果データが送信される（Ｓ２２０）。
【００５５】
　運転支援制御ユニット３００へ異常監視演算用の入力データが送信されてから予め定め
られた時間が経過するまでに、パワートレーン制御ユニット１００が運転支援制御ユニッ
ト３００から演算結果を受信して（Ｓ１３０にてＹＥＳ、Ｓ１４０にてＮＯ）、演算結果
が正常でないと（Ｓ１５０にてＮＯ）、パワートレーン制御ユニット１００により運転支
援制御ユニット３００が異常であると判定されて、これ以降の運転支援制御ユニット３０
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０からパワートレーン制御ユニット１００に送信された制御指令を遮断するように制御さ
れる。
【００５６】
　また、運転支援制御ユニット３００へ異常監視演算用の入力データが送信されてから予
め定められた時間が経過するまでに、パワートレーン制御ユニット１００が運転支援制御
ユニット３００から演算結果を受信しないと（Ｓ１３０にてＮＯ、Ｓ１４０にてＹＥＳ）
、パワートレーン制御ユニット１００と運転支援制御ユニット３００との間の通信が異常
であると判定されて、通信異常処理が行なわれる。
【００５７】
　以上のようにして、本実施の形態に係る車両の制御システムによると、下位の制御ユニ
ットであるパワートレーン制御ユニット、ステアリング制御ユニットおよびブレーキ制御
ユニットから、上位の運転支援制御ユニットや車両運動制御マネージャユニットの異常を
検知することができる。このため、上位のユニットで、多数の下位の制御ユニットを一元
的に異常監視することがなくなり、上位のユニットにおける負荷の低減を実現できる。そ
の結果、ネットワークを介して接続された上位のユニットに発生する異常を検知する場合
において、下位のユニットを用いて、過度の負荷集中を発生させることなく、的確に異常
を検知することができる。
【００５８】
　なお、上位のユニットの異常を検知する下位の制御ユニット自体が異常であると、的確
に異常を検知できない。さらに下位の制御ユニットは、車両の基本動作である「走る」動
作に対応する駆動系の制御ユニット、「止まる」動作に対応する制動系の制御ユニット、
「曲がる」動作に対応する操舵系の制御ユニットに対応しているので、信頼性を高めてお
く必要がある。このため、下位の制御ユニットにおいては、自己の異常を診断する機能を
有するようにすると、上位のユニットの異常の検知精度が高まる。
【００５９】
　また、自己の異常を診断する機能の代わりに、ユニットの演算システムを多重化するよ
うにしてもよい。
【００６０】
　また、下位の制御ユニットは、車両の基本動作である「走る」動作に対応する駆動系の
制御ユニット、「止まる」動作に対応する制動系の制御ユニット、「曲がる」動作に対応
する操舵系の制御ユニットの中で、演算負荷の小さい順や、信頼性の高い順に、異常検知
判定の優先順位を付けるようにしてもよい。このようにすると、優先順位の高い制御ユニ
ットが異常を検知すると、その異常検知の信頼性が高いので、その結果で上位のユニット
が異常であるという判定を決定するようにできる。
【００６１】
　また、複数の制御ユニットにおいて、上位のユニットの異常判定結果が異なる場合には
、半数以上が異常判定していると、上位のユニットが異常であるという判定を決定するよ
うにすることもできる。
【００６２】
　＜その他の変形例＞
　図３に、前述の図１に対応する車両の制御システムのブロック図を示す。図３に示すよ
うに、前述の図１とは異なり、この車両の制御システムは、駆動系の制御ユニットである
パワートレーン制御ユニット１００、操舵系の制御ユニットとしてのステアリング制御ユ
ニット１１０および制動系の制御ユニットとしてのブレーキ制御ユニット１２０の３つの
基本制御ユニットと、処理ユニットとしての車両運動制御マネージャユニット２００およ
び運転支援制御ユニット３００とから構成されるが、制御階層を有しない。
【００６３】
　このような制御システムであっても、前述の実施の形態と同様のプログラムを実行させ
て、同様の作用効果を発現させることができる。
【００６４】
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　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施の形態に係る車両制御システムの制御ブロックを示す図である。
【図２】図１の制御ブロックのパワートレーン制御ユニットと運転支援制御ユニットで実
行される、異常検知処理のプログラムの制御構造を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態の変形例に係る車両制御システムの制御ブロックを示す図で
ある。
【符号の説明】
【００６６】
　１００　パワートレーン制御ユニット、１１０　ステアリング制御ユニット、１２０　
ブレーキ制御ユニット、２００　車両運動制御マネージャユニット、３００　運転支援制
御ユニット。

【図１】 【図２】
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